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実務担当者のための

　【図表５】埼玉県教育局における特定適用事業所
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　県立高等学校については、個別に検索をかけないと確認できませんが、筆者の母校である浦和高校について調べましたとこ
ろ、特定適用事業所に該当しています（【図表６】参照）。
　浦和高校一校で特定適用事業所に該当するほど、被保険者数はいません（501人以上）ので、県をひとつの法人でとらえると、
特定事業所に該当するということの証左であると認識しています。

（４）公表の法的な根拠について

　なお、これらの公表の法的な根拠ですが、「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令（平成28
年厚生労働省令第162号）」によります。
　平成28年10月27日付の厚生労働省保険局長および厚生労働省大臣官房年金管理審議官から発出された通知文には、「健康保
険及び厚生年金保険の適正な適用を促進するため、事業所の健康保険及び厚生年金保険の適用状況を、被保険者等がインター
ネットを介して把握することができるよう、インターネット上に、事業所に係る以下に掲げる事項を公表することとするも
の。」と記されています。

　年金に関係する法改正やそれに伴う通知が発出されています。これらの動向にも的確に対応し、適正な情報の発信および利
用に努めてまいります

　【図表６】県立浦和高等学校も特定適用事業所に該当

１ 適用事業所に係る事項
（１）事業所の名称及び所在地
（２）特定適用事業所であるか否かの別
（３）当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所
（４）事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
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